
津市保育士・幼稚園教諭等就労開始支援金交付要綱 

 

令和５年８月４日訓第４７号 

改正 令和８年３月３０日訓第１９号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市の区域内に所在する民間保育所等における保育士等

の確保及び定着を図るため、新たに民間保育所等に正規職員の保育士等とし

て雇用された者に対し、保育士・幼稚園教諭等就労開始支援金（以下「支援

金」という。）を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

⑴ 民間保育所等 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」と

いう。）第３９条第１項に規定する保育所（以下「保育所」という。）、

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

（平成１８年法律第７７号）第２条第６項に規定する認定こども園（以下

「認定こども園」という。）、法第６条の３第１０項に規定する小規模保

育事業を行う事業所（以下「小規模保育事業所」という。）、同条第１２

項に規定する事業所内保育事業を行う事業所（以下「事業所内保育事業

所」という。）又は学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定

する幼稚園（以下「幼稚園」という。）であって、国（国立大学法人を含

む。）又は地方公共団体（公立大学法人を含む。）以外の者が設置したも

のをいう。 

⑵ 保育士等 保育士、保育教諭及び幼稚園教諭をいう。 

⑶ 正規職員 民間保育所等を運営している事業者（以下「事業者」という。）

に直接雇用され、勤務時間が１日当たり６時間以上かつ１月につき２０日 

以上の者であって、当該雇用が１年以上継続する見込みのものをいう。 

（支援金の種類） 

第３条 支援金の種類は、次のとおりとする。 

⑴ 就職準備金 

⑵  就労継続支援金 

（交付の対象） 



第４条 就職準備金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する

者とする。 

⑴ 就職準備金の交付を受けようとする年度の４月１日付けで新たに正規職

員の保育士等として雇用された者 

⑵ 保育士等として雇用される前の直近２年以内において本市の区域内に所

在する保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、

法第５９条の２第１項の規定による届出を行った施設又は幼稚園に勤務し

た経験がない者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、就職準備

金の交付の対象としない。 

⑴ 施設長、園長、所長、管理者その他これらに準ずる者として、事業者に

雇用されている者 

⑵ 事業者の役員である者 

⑶ 過去に就職準備金の交付を受けた者 

３ 就労継続支援金の交付の対象となる者は、就職準備金の交付を受けた者で

あって、その雇用された日から当該雇用が２年以上継続する見込みであるも

のとする。 

（支援金の額） 

第５条 支援金の金額は、次のとおりとする。 

⑴ 就職準備金 １００，０００円 

⑵ 就労継続支援金 １００，０００円 

 （交付の申請） 

第６条 就職準備金の交付を受けようとする者（以下「就職準備金申請者」と

いう。）は、保育士・幼稚園教諭等就労開始支援金交付申請書（第１号様式。

以下「申請書」という。）に次に掲げる関係書類を添えて、雇用された日の

属する月の末日までに市長に提出しなければならない。 

⑴ 保育士登録証又は幼稚園教諭免許状の写し 

⑵ 雇用契約書の写し 

⑶ 履歴書 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

２ 就労継続支援金の交付を受けようとする者（以下「就労継続支援金申請者」

という。）は、申請書に在職証明書を添えて、雇用された日から起算して１ 

年を経過した日の属する月の初日から末日までの間に市長に提出しなければ 



ならない。 

 （交付の決定及び通知） 

第７条 市長は、前条各項の規定による提出があったときは、速やかに内容を

審査の上、交付の可否を決定し、就職準備金申請者又は就労継続支援金申請

者に対し、保育士・幼稚園教諭等就労開始支援金交付決定通知書（第２号様 

式）又は保育士・幼稚園教諭等就労開始支援金申請却下通知書（第３号様式）

により通知するものとする。 

 （支援金の返還等） 

第８条 市長は、偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた者がある

ときは、その者に既に交付した支援金の全部又は一部を返還させるものとす

る。 

（受給権の譲渡又は担保の禁止） 

第９条 支援金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならな

い。 

（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

１ この訓は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 市長は、この訓の施行後４年を経過した場合において、支援金の在り方に

ついて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な

措置を講ずるものとする。 

附 則（令和８年３月３０日訓第１９号） 

 この訓は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第６条関係） 

 

保育士・幼稚園教諭等就労開始支援金交付申請書 

 

 年  月  日  

 

（宛先）津市長 

 （〒     ） 

 住 所 

申請者 氏 名       ○印  

 電 話 

 

保育士・幼稚園教諭等就労開始支援金の交付を受けたいので、津市保育

士・幼稚園教諭等就労開始支援金交付要綱第６条の規定により、関係書類

を添えて、次のとおり申請します。 

 

 １ 支援金の種類（該当する支援金に☑を入れてください。） 

 

    □就職準備金    □就労継続支援金 

 

 ２ 交付申請額               円 

 

３ 勤務内容 

 ⑴ 施設名（事業者名）        （         ） 

 

 ⑵ 雇用された日       年  月  日 

 

 ⑶ 勤務時間         日／月 （   時間／日） 

 

 

 

 ※ 申請者が氏名を自署する場合は、押印を省略することができます。 

 



第２号様式（第７条関係） 

 

保育士・幼稚園教諭等就労開始支援金交付決定通知書 

  

                        （記 号 番 号） 

 年  月  日 

 

（氏   名） 様 

  

津市長 （氏   名） □印  

 

      年  月  日付けで申請のあった保育士・幼稚園教諭等就労 

 開始支援金について、次のとおり決定しましたので通知します。 

 

 １ 支援金の種類 

 

    □就職準備金    □就労継続支援金 

 

 

 ２ 交付決定額             円 

 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 



第３号様式（第７条関係） 

 

保育士・幼稚園教諭等就労開始支援金申請却下通知書 

  

                        （記 号 番 号）   

 年  月  日 

 

（氏   名） 様 

  

津市長 （氏   名） □印  

 

      年  月  日付けで申請のあった保育士・幼稚園教諭等就労 

 開始支援金について、次の理由により却下することを決定しましたので通 

知します。 

 

 理由 

 

 


